
▷ 特別監察において不適切な取扱いが確認されたＤＮＡ型鑑定（２３９件）には、「犯罪捜査目的」のものが１９２件、
「犯罪捜査目的以外」のものが４７件あり、その内訳は次のとおりであった。

【犯罪捜査目的 １９２件】
Ⅰ 犯人を特定し、検挙するための鑑定 １２１件
犯人が犯行現場に遺留したとみられるタバコの吸い殻等や被害者の着衣に付着した微物についてＤＮＡ型鑑定を行うこと

などにより、犯人を特定することを目的としていたもの。

Ⅱ 被害者・参考人のＤＮＡ型を確認するための鑑定 １１件
犯人以外に被害者や犯人でないことが明らかな参考人のＤＮＡ型が検出される可能性がある証拠のＤＮＡ型鑑定結果から、

犯人由来のＤＮＡ型と被害者や参考人由来のＤＮＡ型を選別するため、被害者や参考人の口腔内細胞等を鑑定資料として、
被害者や参考人のＤＮＡ型を確認することを目的としていたもの。

Ⅲ 変死体（犯罪による死亡の疑いがある死体）の事件性の判断や身元の確認を行うための鑑定 ６０件
死体の近くにあった血痕、刃物等についてＤＮＡ型鑑定を行い、第三者の関与の有無を確認することや、死体から採取し

た血液や爪等についてＤＮＡ型鑑定を行い、死体の身元を確認することを目的としていたもの。

【犯罪捜査目的以外 ４７件】
Ⅳ 死体の身元を確認するための鑑定 ３２件
死体から採取した爪等についてＤＮＡ型鑑定を行い、犯罪による死亡の疑いのない死体の身元を確認することを目的とし

ていたもの。

Ⅴ 行方不明者の身元を確認できるようにするための鑑定 １５件
行方不明者が使用していた歯ブラシ等から採取した資料や行方不明者の親族から採取した口腔内細胞についてＤＮＡ型鑑

定を行い、行方不明者を発見した際に身元の確認ができるようにすることを目的としていたもの。
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